
 

東 京 都 市 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業  

品川駅街区地区土地区画整理事業 

 

施行地区及び設計の概要 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１月 18 日 

 

 

 

 



目     次 

 

第 1 土地区画整理事業の名称等 

(1) 土地区画整理事業の名称 ······················································  1 

(2) 施行者の名称 ································································  1 

第 2 施行地区 

(1) 施行地区の位置 ······························································  1 

(2) 施行地区位置図 ······························································  1 

(3) 施行地区の区域 ······························································  1 

(4) 施行地区区域図 ······························································  1 

第 3 設計の概要 

1 設計説明書 

(1) 土地区画整理事業の目的 ······················································  1 

(2) 施行地区内の土地の現況 ······················································  2 

(3) 設計の方針 ··································································  2 

(4) 整理施行前後の地積 ··························································  3 

(5) 保留地の予定地積 ····························································  3 

(6) 公共施設の整備改善の方針 ····················································  4 

(7) 土地区画整理法第２条第２項に規定する事業の概要 ······························  5 

2 設計図 ·········································································  5 

変更後 

変更前 



第１ 土地区画整理事業の名称等 

 

（１）土地区画整理事業の名称 

東京都市計画土地区画整理事業品川駅街区地区土地区画整理事業 
 
（２）施行者の名称 

独立行政法人都市再生機構 
（土地区画整理法第３条の２第１項） 

 

 

第２ 施行地区 

 

（１）施行地区の位置 

本地区は、港区南部に位置し、西は放射第 19 号線（国道 15 号）、東は東日本旅客鉄道の鉄

道敷に囲まれており、ＪＲ東海道線、京浜東北線、山手線、横須賀線及び東海道新幹線の品川

駅に近接し、地区内には京浜急行電鉄の品川駅がある。 
 

（２）施行地区位置図 

別添「施行地区位置図（縮尺１：１０，０００）」のとおり 
 
（３）施行地区の区域 

施行地区面積 約２．９ha 

本事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。 

東京都港区港南二丁目、高輪三丁目の各一部 
 
（４）施行地区区域図 

別添「施行地区区域図（縮尺１：２，５００）」のとおり 

 

 

第３ 設計の概要 

 

１ 設計説明書 

（１）土地区画整理事業の目的 

都市基盤施設の整備とあわせて、敷地の整序を進め、土地の有効利用と都市機能の導入を図

り、国際交流拠点・品川に相応しい業務、商業、文化等の複合市街地の形成を図ることを目的

とする。 



 

（２）施行地区内の土地の現況 

本地区は、その地区内に京浜急行電鉄の品川駅及び東日本旅客鉄道の品川駅関連施設が存し

ており、品川駅西側の枢要な交通結節点機能を有している。その土地利用の大半は鉄道の関連

施設が混在する低未利用地であり、一部、放射第 19 号線（国道 15 号）沿道に中規模の商業・

オフィスビルが立地している。 
 
（３）設計の方針 

品川駅は、リニア中央新幹線の始発駅としての整備が見込まれており、JR 品川駅の北側に

は、新たに広域交通結節点として北口駅前広場の整備、また当地区においては、京浜急行電鉄

品川駅の地平化及び２面４線化がそれぞれ予定されている。 
また、道路については、地区西側では放射第 19 号線（国道 15 号）の再整備、地区北側では

環状第 4 号線の整備・延伸が予定されている。 
これらの開発動向をふまえ、本事業では、京浜急行電鉄品川駅の地平化及び２面４線化によ

る利便性の高い駅への再編並びに駅直結の利便性及び集客性をいかした複合的機能の集積を

目的として、敷地の整序を行う。 
公共施設等の整備については、放射第 19 号線（国道 15 号）の一部の整備及び環状第 4 号

線の延伸に必要となる用地の確保を行う。また、デッキレベルでの駅と周辺まちづくりとの連

携による歩行者ネットワークの強化のため、当地区において、中央自由通路（延伸部）と北側

自由通路の新設の空間確保・整備を行う。 
 

 



（４）整理施行前後の地積 

  （イ）土地の種目別施行前後対照表 

種 目 
施行前 施行後 

備考 
地積 ㎡ ％ 筆数 地積 ㎡ ％ 

公
共
用
地 

国有地 

道 路 94 0.3％ 

－ 

 57 
151 

0.1％ 
0.5％ 

 

計 94 0.3％ 
 57 
151 

0.1％ 
0.5％ 

 

地方公 

共団体 

所有地 

道 路 0 0.0％ 197 0.7％  

計 0 0.0％ 197 0.7％  

合 計 94 0.3％ 
254 
348 

0.8％ 
1.2％ 

 

宅
地 

民有地 
宅 地 29,501 100.4％ 30 

25,202 
24,248 

85.8％ 
82.5％ 

 

計 29,501 100.4％ 30 
25,202 
24,248 

85.8％ 
82.5％ 

 

合 計 29,501 100.4％ 30 
25,202 
24,248 

85.8％ 
82.5％ 

 

保 留 地 － －  
3,930 
4,790 

13.4％ 
16.3％ 

 

測 量 増 減 -209 -0.7％  － －  

総   計 29,386 100.0％  29,386 100.0％  

 

（ロ）減歩率計算表 

整 理 前 

宅地面積 

(公簿地積) 

 

（Ａ） 

同更正地積

（測量増減

を加減した 

も の ） 

（Ｂ） 

整理後宅地地積 差引減歩地積 減歩率 

保留地を 

含 め た 

宅地地積 

（Ｃ） 

保留地を 

除 い た 

宅地地積 

（Ｄ） 

公共減歩 

地 積 

 

（Ｂ－Ｃ） 

公共保留地 

を合算した 

減歩地積 

（Ｂ－Ｄ） 

公共減歩率 

 

Ｂ－Ｃ 

Ｂ 

公共保留地 

合算減歩率 

Ｂ－Ｄ 

Ｂ 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ％ ％ 

29,501 29,292 
29,132 

29,038 

25,202 

24,248 

160 

254 

4,090 

5,044 

0.5 

0.9 

14.0 

17.2 

 

（５）保留地の予定地積 

整理前宅地 

価 格 総 額 

( 予 想 ) 

 

（Ａ） 

整理後宅地 

価 格 総 額 

( 予 想 ) 

 

（Ｂ） 

宅地価格 

総額の 

増加額 

 

（Ｃ）=（Ｂ-Ａ） 

整理後 

１平方メー

トル当り 

予定価格 

（Ｄ） 

保留地として 

取 り 得 る 

最大限地積 

 
     Ｃ 
     Ｄ 

保留地の 

 

予定地積 

 

（Ｆ） 

割  合 

 

 

     Ｆ 

    Ｅ 

摘  要 

（整理前予

定価格） 

 

（Ｈ） 

千円 千円 千円 千円／㎡ ㎡ ㎡ ％ 千円／㎡ 

75,878,204 

76,183,640 

102,722,073 

102,068,890 

26,843,869 

25,885,250 

3,526 

3,515 

7,613 

7,364 

3,930 

4,790 

51.6 

65.0 

2,590 

2,600 

（Ｅ）＝ （Ｇ）＝ 



（６）公共施設の整備改善の方針 

 本事業により、放射第 19 号線（国道 15 号）の一部の整備及び環状第 4 号線の延伸に必要と

なる用地の確保を行う。 

 

（イ）都市計画との関連 
項目 

種類 内容 告示年月日 告示番号 備考 

区域区分 市街化区域 昭和 45 年 12 月 26 日 東京都告示第 1403 号  

地域地区 

用途地域 昭和 48 年 11 月 20 日 東京都告示第 1190 号  

防火地域 昭和 48 年 11 月 20 日 東京都告示第 1213 号  

東京都市計画地区計画 令和 04 年 6 月 17 

平成 28 年 4 月 19 日 

東京都告示第 941 

東京都告示第 862 号 
 

都市施設 

東京都市計画道路 

幹線街路放射第 19号線 
平成 30 年 3 月 7 日 東京都告示第 291 号  

東京都市計画道路 

幹線街路環状第４号線 
平成 30 年 12 月 21 日 東京都告示第 1724 号   

都市高速鉄道（京浜急

行電鉄湘南線） 
平成 30 年 12 月 21 日 東京都告示第 1719 号  

市街地開発

事業 

東京都市計画品川駅周

辺土地区画整理事業 

令和 02 年 02 月 28 

平成 30 年 12 月 21 日 

港区告示第 061 

港区告示第 329 号 
 

 

（ロ）公共施設別調書 

区分 名 称 

道

路

種

別 

形状寸法 

整備計画 摘要 幅員 
（ｍ） 

延長 
（ｍ） 

面積 
（㎡） 

街 
 
 

 

路 

幹
線
街
路 

放射第 19 号線 

 

33～55 

（0～1.2） 
80 

 57 

151 

 

拡幅部整備（舗装等） 

   －     

都市計画道路以

外の道路敷地含

む 

環状第 4 号線 ◎ 

25.6～33.5 

（28.1～

28.6） 

7 

 

197 

 

－ 

用地確保 
築造・舗装は別

途事業 
（地区内） 

小 計 － － 
254 

348 
  

合  計 －  
254 

348 
  

15 



（７）土地区画整理法第２条第２項に規定する事業の概要 

（イ）自由通路 

      自由通路は、関連する基盤施設と整合を図る計画とし、本事業においては、本事業施行

地区内における中央自由通路（延伸部）及び北側自由通路について舗装等を行う。 

（ロ）上水道 

    上水道は、既存施設と整合を図る計画とし、本事業においてこれに要する費用の一部を

負担する。 

（ハ）下水道 

    下水道は、既存公共下水道との整合を図る計画とし、本事業においてこれに要する費用

の一部を負担する。 

  （ニ）ガス 

    ガスは、都市ガスによる供給を受け、本事業においてこれに要する費用の一部を負担す

る。 

 

２ 設計図 

  別添「設計図（縮尺１：１，０００）」のとおり 
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